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土地改良事業等工期設定要領の一部改正について 

土地改良事業等の発注工事現場における週休２日を推進するため、農政部では土地改

良事業等工期設定要領を制定し、適切な工期設定を行ってきたところですが、このたび

猛暑日を考慮した工期設定に対応するため要領の一部を改正し、下記の積算基準日から

適用することとしたので、通知します。 

記 

１. 改正資料  

・土地改良事業等工期設定要領 

 

２. 適用年月日  

積算基準日が令和８年１月１日以降の工事から適用する。 

 

３. 改正内容 

  別紙、新旧対照表のとおり 

 

（設計積算係 27-184） 

 

 

 


